
 

新型コロナウイルス感染症対策に関する意見書 

 

 中華人民共和国湖北省武漢市において発生した新型コロナウイルスによる感染症に

ついては、急速な勢いで世界中に拡散し、世界保健機関（ＷＨＯ）のテドロス事務局

長が今月１１日には、新型コロナウイルスについて「パンデミック（世界的大流行）

とみなせる」と表現しました。感染の抑え込みを急ぐ日本国内の状況に変わりはない

ものの、医療機関には一段の感染拡大に不安も広がっています。 

我が国における発症事例が増加する中、本県においても武漢市に滞在歴のない日本

人感染者（３月１８日現在 ２２人）が発生し、国内での人から人への感染が増進し

ています。 

 国においても、経済産業省・厚生労働省などの関係省庁より矢継ぎ早に新型コロナ

ウイルス感染症対策を講じていただいておりますが、新たな感染が確認されるたび、

国民の不安は増大する一方であり、地方公共団体においては、感染拡大の防止や対応

とともに、今後の感染者の増加に備えた体制の整備も求められています。 

 そうした対応を確実に実施するためには、国と地方公共団体が一体となった迅速か

つ適切な対応が強く求められています。 

よって、当市議会は、国において何よりも国民の命と健康を守ることを最優先に、

感染拡大の防止対策、生活支援などを総合的かつ強力に推進するため、下記の事項に

ついて措置を講じられるよう強く要望いたします。 

 

記 

 

１ ワクチンの開発・製造を早急に進めるとともに、治療法を速やかに確立すること。 

 また、国の責任において、マスク、消毒液や医療物資が不足することがないよう、

必要量の安定確保と提供に努めること。 

 

２ 国は感染者を中心に受け入れていた感染症指定医療機関の他、新型コロナウイル

スの感染者を受け入れる病床を持つ医療機関に対し、十分な支援策を講じること。 

 



３ 学校給食関連事業所では、小中学校などの臨時休校により、配給期間の短縮が生

じ、売り上げ減少や従業員の自宅待機者など問題を抱えている。現場の実態に即し、

総合的に早急な対応を行うこと。 

 

４ 国からの要請に基づく各種対策における財政支援の満額確保。及び財政措置とし

て自治体のフリーハンドで活用できる基金創設などの支援策を講じること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

令和２年３月１９日 

 

小千谷市議会議長  田 中  淳 
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